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平
成
二
十
二
年
第
五
回
臨
時
会
は
、七
月

三
十
日
に
開
会
し
、一
日
間
の
日
程
で
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
二
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

(

第
二
号)

の
議
案
一
件
を
審
議
し
ま
し
た
。

採
決
の
結
果
、原
案
可
決
と
決
し
ま
し
た
。

■
補
正
予
算
の
概
要

　

補
正
額
は
五
千
六
百
万
円
、
補
正
後
の

予
算
総
額
は
二
百
六
十
三
億
三
千
百
万
円

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

今
回
の
補
正
は
、
県
内
で
の
口
蹄
疫
発

生
に
伴
い
低
迷
す
る
市
内
経
済
の
復
興
対

策
と
し
て
、
「
が
ん
ば
ろ
う
宮
崎
！
フ
ァ

イ
ト
日
南
！
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
た
啓

発
事
業
、
朝
市
や
ま
つ
り
イ
ベ
ン
ト
へ
の

助
成
、
プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
商
品
券
の
発

行
、
口
蹄
疫
緊
急
対
策
貸
付
に
伴
う
利
子

補
給
、
宿
泊
観
光
ツ
ア
ー
助
成
事
業
な
ど

の
予
算
の
補
正
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
主
な
補
正
事
業

・
共
通
商
品
券
付
き
「
食
べ
つ
く
し　

満
福
券
」
発
行
事
業

〔
三
千
四
百
万
円
〕

　

口
蹄
疫
被
害
に
よ
る
影
響
と
し
て
、
飲

食
店
等
を
中
心
に
利
用
客
、
売
り
上
げ
が

激
減
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
経
営
に
大
き
な
打
撃
を
受

け
た
飲
食
店
等
を
主
に
支
援
す
る
た
め
、

「
飲
食
券
」
の
意
味
合
い
を
強
く
持
た
せ

た
共
通
商
品
券
付
き
「
に
ち
な
ん
食
べ
つ

く
し
満
福
券
」
を
発
行
し
、
飲
食
業
・
小

売
業
種
の
復
興
に
向
け
た
対
策
と
し
て
実

施
す
る
も
の
で
す
。

　

平
成
二
十
二
年
第
六
回
定
例
会
は
九
月

六
日
に
開
会
し
、九
月
二
十
九
日
ま
で
の
二

十
四
日
間
の
日
程
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
二
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

(

第
三
号)

を
は
じ
め
と
す
る
市
長
提
出
議
案

二
十
一
件
、議
員
提
出
議
案
五
件
、認
定
十

三
件
、報
告
二
件
、請
願
・
陳
情
十
六
件
を
審

議
し
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、原
案
可
決
二
十
四
件
、原

案
否
決
二
件
、継
続
審
査
十
七
件
、採
択
四

件
、不
採
択
八
件
を
議
決
し
ま
し
た
。

・
平
成
二
十
一
年
度
日
南
市
健
全
化
判

断
比
率
の
報
告
に
つ
い
て

・
平
成
二
十
一
年
度
日
南
市
公
営
企
業

資
金
不
足
比
率
の
報
告
に
つ
い
て

　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関

す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
で
す
。

一
般
会
計
補
正
予
算
の
主
な
事
業

・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
運
行
事
業

〔
一
千
九
百
九
十
六
万
四
千
円
〕

　

現
在
、
北
郷
地
域
で
は
廃
止
路
線
代
替

バ
ス
に
よ
る
運
行
が
な
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
バ
ス
の
導
入
に
向
け
、
車
両
の
購

入
、
運
行
ダ
イ
ヤ
の
改
正
、
バ
ス
停
の
設

置
等
を
行
う
も
の
で
す
。

・
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
普
及
啓
発
事
業

〔
五
百
万
円
〕

　

ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
積
極
的
に
利

用
す
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
、
自
然
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
有
効
利
用
と
地
球
温
暖
化
防

止
の
た
め
、
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ

ム
設
備
の
導
入
を
促
進
す
る
も
の
で
す
。

・
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
接

種
助
成
事
業

〔
三
千
八
百
五
十
万
円
〕

　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
感
染
に
よ
る
死

亡
者
や
重
症
者
の
発
生
を
で
き
る
限
り
減

ら
す
こ
と
、
及
び
そ
の
た
め
に
必
要
な
医

療
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
非

課
税
世
帯
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
者
に
対
し
助

成
を
行
う
も
の
で
す
。

・
新
開
排
水
機
場
管
理
費

〔
二
千
九
百
三
十
二
万
五
千
円
〕

　

南
郷
町
新
開
地
区
に
設
置
さ
れ
て
い
る

新
開
排
水
機
場
の
発
電
機
が
老
朽
化
し
故

障
し
た
た
め
、
発
電
機
の
更
新
を
行
う
も

の
で
す
。

・
災
害
防
除
事
業

〔
八
百
万
円
〕

　

本
年
七
月
の
梅
雨
前
線
豪
雨
に
よ
り
被

災
し
た
、
市
道
「
海
田
天
福
線
」
の
斜
面

崩
壊
復
旧
の
た
め
の
測
量
、
地
質
調
査
、

設
計
等
を
行
う
も
の
で
す
。

・
飫
肥
駅
周
辺
公
園
整
備
事
業

〔
五
百
万
円
〕

　

飫
肥
駅
前
の
空
き
地
を
、
地
元
や
Ｊ
Ｒ

利
用
客
が
憩
え
る
公
園
と
し
て
整
備
す
る

と
と
も
に
、
景
観
改
善
に
よ
る
観
光
誘
客

を
図
る
も
の
で
す
。
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第

五

回

臨

時

会

第

六

回

定

例

会

第5回臨時会及び第6回定例会を開催

補正予算などを可決
　第5回臨時会は、7月30日に開催されました。平成22年度日南市一般会計補正予算（第二号）
を審議しました。
　第6回定例会は、9月6日から29日までの24日間の日程で開催されました。平成22年度日南市
一般会計補正予算（第3号）や条例改正等を審議しました。
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・
日
南
市
観
光
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　

大
島
観
光
施
設
の
大
島
コ
テ
ー
ジ
新
築

工
事
が
本
年
九
月
に
完
了
し
、
十
月
か
ら

利
用
開
始
す
る
こ
と
に
伴
い
、
使
用
料
の

改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

・
日
南
市
山
村
定
住
住
宅
の
設
置
、
管
理

及
び
譲
渡
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　

山
村
定
住
住
宅
グ
リ
ー
ン
ネ
ス
黒
荷
田

二
号
棟
、
五
号
棟
及
び
九
号
棟
を
入
居
者

に
譲
渡
す
る
た
め
、
行
政
財
産
と
し
て
の

用
途
を
廃
止
す
る
改
正
を
行
う
も
の
で

す
。

・
日
南
市
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　

楠
原
第
一
ア
パ
ー
ト
の
供
用
開
始
に
伴

い
、
住
宅
名
及
び
住
所
等
を
定
め
る
改
正

を
行
う
も
の
で
す
。

・
姉
妹
都
市
盟
約
の
締
結
に
つ
い
て

　

日
南
市
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
ア
ル
バ

ニ
ー
市
は
、
油
津
港
と
ア
ル
バ
ニ
ー
港
と

の
姉
妹
港
締
結
十
周
年
を
記
念
し
、
将
来

に
わ
た
り
、
教
育
、
文
化
、
経
済
、
ス

ポ
ー
ツ
な
ど
の
交
流
を
通
じ
て
姉
妹
都
市

と
し
て
盟
約
を
結
ぶ
た
め
提
案
さ
れ
た
も

の
で
す
。

・
日
南
市
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
に
つ

い
て

　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
、
有
効

期
限
が
平
成
二
十
八
年
三
月
末
ま
で
延
長

さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
過
疎
地
域
自
立
促

進
計
画
を
定
め
た
も
の
で
す
。

・
財
産
の
取
得
に
つ
い
て

　

水
槽
付
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
の
取
得(

一

台)

及
び
高
規
格
救
急
自
動
車(

二
台)

に
つ

い
て
、
法
律
及
び
条
例
に
基
づ
い
て
議
会

の
議
決
を
得
る
も
の
で
す
。

　

議
案
第
六
十
号
「
姉
妹
都
市
盟
約
の
締

結
に
つ
い
て
」
。

　

こ
の
議
案
は
、
日
南
市
と
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
国
ア
ル
バ
ニ
ー
市
が
、
油
津
港
と
ア

ル
バ
ニ
ー
港
と
の
姉
妹
港
締
結
十
周
年
を

記
念
し
、
将
来
に
わ
た
り
、
教
育
、
文

化
、
経
済
、
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の
交
流
を
通

じ
て
姉
妹
都
市
と
し
て
盟
約
を
結
ぶ
た

め
、
提
案
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
議
案
に
対
す
る
特
別
な
質
疑
も
な

く
、
討
論
・
採
決
に
あ
た
っ
て
は
、
討
論

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
を
も
っ
て
、

原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し

ま
し
た
。

　

議
案
第
六
十
一
号
「
日
南
市
過
疎
地
域

自
立
促
進
計
画
に
つ
い
て
」
。

　

こ
の
議
案
は
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
特

別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
施

行
さ
れ
、
そ
の
有
効
期
限
が
平
成
二
十
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
さ
れ
た
こ
と

に
伴
い
、
旧
北
郷
町
の
区
域
に
お
い
て
地

域
産
業
の
振
興
や
生
活
基
盤
整
備
な
ど
、

必
要
な
対
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実

施
す
る
た
め
に
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画

を
定
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
提
案
さ
れ

た
も
の
で
す
。

　

主
な
質
疑
と
し
て
は
、
「
北
郷
地
区
は
過

疎
債
が
適
用
と
な
る
が
、
そ
の
他
の
地
区
か

ら
批
判
が
出
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
質

疑
に
対
し
、
当
局
か
ら
は
「
あ
く
ま
で
も
財

源
内
訳
と
し
て
の
対
応
で
あ
り
、
過
疎
債
が

あ
る
か
ら
、
ど
う
い
う
事
業
で
も
や
る
、
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
」
と
の
答
弁
で
し
た
。

　

こ
の
議
案
に
対
す
る
討
論
・
採
決
に
あ

た
っ
て
は
、
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
全
員
賛
成
を
も
っ
て
原
案
の

と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

　

議
案
第
六
十
二
号
「
日
南
市
職
員
の
勤

務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
」
に
つ
い
て
。

　

こ
の
議
案
は
、
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等

育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉

に
関
す
る
法
律
及
び
雇
用
保
険
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
、
三
歳
に
満
た
な

い
子
を
養
育
す
る
職
員
の
所
定
外
労
働
の
免

除
制
度
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
本
市
条

例
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
に
応
ず
る
改
正
を
行
う

必
要
が
あ
る
の
で
、
提
案
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
議
案
に
対
す
る
討
論
・
採
決
に
あ

た
っ
て
は
、
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
全
員
賛
成
を
も
っ
て
、

原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し

ま
し
た
。

　

議
案
第
六
十
三
号
「
日
南
市
職
員
の
育

児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
」
に
つ
い
て
。

総務文教常任委員会
(委　員　長) 平原光則

(副 委 員 長) 安竹博

(委　　　員) 山本定則、倉岡郁夫、

鈴木教夫、渡邉倫章、

河野哲夫、田中重信、

松本弘、川口敏治、

影山一雄

【改正前】
コテージ宿泊1泊１人につき

1,050円

↓

【改正後】
コテージ1棟１泊につき

10,000円
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こ
の
議
案
は
、
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等

育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉

に
関
す
る
法
律
及
び
雇
用
保
険
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
、
育
児
休
業
制

度
が
拡
充
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
本
市
条
例

に
つ
い
て
も
、
こ
れ
に
応
ず
る
改
正
を
行
う

必
要
が
あ
る
の
で
、
提
案
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
議
案
に
対
す
る
討
論
・
採
決
に
あ

た
っ
て
は
、
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
全
員
賛
成
を
も
っ
て
、
原

案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し

た
。

　

議
案
第
六
十
四
号
「
日
南
市
職
員
の
退
職

手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
」
に
つ
い
て
。

　

こ
の
議
案
は
、
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
、
失
業
者
の
退

職
手
当
に
関
す
る
規
定
が
改
正
さ
れ
た
こ
と

に
伴
い
、
本
市
条
例
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
に
応

ず
る
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
、
提
案

さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
議
案
に
対
す
る
討
論
・
採
決
に
あ

た
っ
て
は
、
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
全
員
賛
成
を
も
っ
て
、
原

案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し

た
。

　

議
案
第
六
十
五
号
「
財
産
の
取
得
に
つ
い

て
」
。

　

こ
の
議
案
は
、
水
槽
付
消
防
ポ
ン
プ
自
動

車
の
取
得
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
九
十

六
条
第
一
項
第
八
号
及
び
日
南
市
議
会
の
議

決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は

処
分
に
関
す
る
条
例
第
三
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
提
案
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
議
案
に
対
す
る
討
論
・
採
決
に
あ

た
っ
て
は
、
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
全
員
賛
成
を
も
っ
て
、
原

案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し

た
。

　

議
案
第
六
十
六
号
「
財
産
の
取
得
に
つ
い

て
」
。

　

こ
の
議
案
は
、
高
規
格
救
急
自
動
車
の
取

得
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
九
十
六
条
第

一
項
第
八
号
及
び
日
南
市
議
会
の
議
決
に
付

す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に

関
す
る
条
例
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
提

案
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
議
案
に
対
す
る
討
論
・
採
決
に
あ

た
っ
て
は
、
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
全
員
賛
成
を
も
っ
て
、
原

案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し

た
。

　

議
案
第
六
十
七
号
「
楠
原
住
宅
第
二
号
棟

建
替
建
築
主
体
工
事
の
請
負
契
約
の
締
結
に

つ
い
て
」
。

　

こ
の
議
案
は
、
楠
原
住
宅
二
号
棟
建
替
建

築
主
体
工
事
の
請
負
契
約
を
締
結
す
る
た

め
、
地
方
自
治
法
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五

号
及
び
日
南
市
議
会
に
付
す
べ
き
契
約
及
び

財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
第
二

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
提
案
さ
れ
た
も
の
で

す
。

　

こ
の
議
案
に
対
す
る
討
論
・
採
決
に
あ

た
っ
て
は
、
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
全
員
賛
成
を
も
っ
て
、
原

案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し

た
。

　

陳
情
第
十
七
号
「
く
ら
し
支
え
る
行
政

サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
を
求
め
る
陳
情
書
」
に
つ

い
て
。

　

審
査
の
結
果
、
「
今
後
も
引
き
続
き
慎
重

な
審
査
が
必
要
」
と
の
判
断
か
ら
賛
成
多
数

を
も
っ
て
「
閉
会
中
の
継
続
審
査
」
と
す
る

こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

　

請
願
第
二
十
一
号
「
教
育
予
算
の
拡
充
に

関
す
る
意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
請
願
」
に

つ
い
て
。

　

こ
の
請
願
に
対
す
る
討
論
・
採
決
に
あ

た
っ
て
は
、
賛
成
討
論
と
し
て
、

一
、
公
教
育
の
予
算
は
、
諸
外
国
と
比
較
す

る
と
日
本
は
非
常
に
遅
れ
て
い
る
。

二
、
文
部
科
学
省
の
予
算
の
姿
勢
が
前
向
き

に
な
っ
て
い
る
。

三
、
昔
と
比
較
す
る
と
教
育
予
算
が
削
ら
れ

て
き
て
い
る
。

等
々
か
ら
賛
成
し
、
お
願
い
し
た
い
。

　

以
上
の
よ
う
な
内
容
で
あ
り
ま
し
た
。

　

審
査
の
結
果
、
賛
成
多
数
を
も
っ
て
「
採

択
」
と
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た

　

陳
情
第
二
十
六
号
「
安
全
・
安
心
な
国
民

生
活
実
現
の
た
め
、
防
災
・
生
活
関
連
予
算

の
拡
充
と
国
土
交
通
省
の
地
方
出
先
機
関
の

存
続
を
求
め
る
陳
情
書
」
に
つ
い
て
。

　

こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
継
続
審
査
の
動
議

が
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
賛
成
少
数
に
て
否
決

さ
れ
、
採
決
の
結
果
、
賛
成
少
数
を
も
っ
て

「
不
採
択
」
と
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

　

陳
情
第
二
十
九
号
「
司
法
修
習
生
給
費
制

存
続
の
意
見
書
を
求
め
る
陳
情
」
に
つ
い

て
。

　

こ
の
陳
情
に
対
す
る
討
論
・
採
決
に
あ

た
っ
て
は
、
賛
成
討
論
と
し
て
、
法
改
正
や

枠
の
改
正
だ
け
で
実
際
に
受
け
入
れ
る
社
会

づ
く
り
が
で
き
て
い
な
い
た
め
に
、
厳
し
い
状

況
に
お
か
れ
て
い
る
修
習
生
や
修
了
生
が
い

る
。
今
後
、
法
改
正
を
求
め
る
と
と
も
に
、

彼
ら
の
将
来
の
夢
を
断
ち
切
ら
せ
な
い
た
め

に
も
存
続
を
求
め
た
い
、
と
い
う
内
容
の
も

の
で
あ
り
ま
し
た
。

　

審
査
の
結
果
、
全
員
賛
成
を
も
っ
て
「
採

択
」
と
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

　

議
案
第
五
十
四
号
「
平
成
二
十
二
年
度

日
南
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
二
号
）
」
に
つ
い
て
。

　

補
正
額
は
八
千
三
百
六
十
五
万
九
千
円

で
、
補
正
後
の
予
算
総
額
は
七
十
八
億
三

千
二
百
四
十
八
万
円
と
な
り
ま
す
。

　

補
正
の
内
容
は
、
特
定
健
康
診
査
・
保

健
指
導
補
助
金
及
び
退
職
被
保
険
者
等
高

額
療
養
費
・
療
養
給
付
費
等
負
担
金
の
返

還
金
な
ど
が
主
な
も
の
で
す
。

　

採
決
の
結
果
、
全
員
賛
成
を
も
っ
て
原

案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま

し
た
。

　

議
案
第
五
十
五
号
「
平
成
二
十
二
年
度

日
南
市
老
人
保
健
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
一
号
）
」
に
つ
い
て
。

　

補
正
額
は
百
六
十
二
万
六
千
円
で
、
補

正
後
の
予
算
総
額
は　

千
六
十
二
万
六
千

円
と
な
り
ま
す
。

　

補
正
の
内
容
は
、
平
成
二
十
一
年
度
の

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
医
療
費
交

付
金
の
返
還
金
が
主
な
も
の
で
す
。

　

採
決
の
結
果
、全
員
賛
成
を
も
っ
て
原
案

の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

厚生常任委員会
(委　員　長) 福岡浩一

(副 委 員 長) 細田勝

(委　　　員) 野川喜美子、川口和也、

岩永憲明、杉富正、

井福秀子、谷口重紀、

井上進、長友喜昭、

坂田武人
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議
案
第
五
十
六
号
「
平
成
二
十
二
年
度
日

南
市
介
護
保
険
特
別
会
計
予
算
（
第
一

号
）
」
に
つ
い
て
。

　

補
正
額
は
五
千
六
百
六
十
八
万
一
千
円

で
、
補
正
後
の
予
算
総
額
は
五
十
三
億
七
百

六
十
八
万
一
千
円
と
な
り
ま
す
。

　

補
正
の
内
容
は
、
平
成
二
十
一
年
度
決
算

に
伴
う
介
護
給
付
費
負
担
金
の
国
県
へ
の
精

算
返
納
金
が
主
な
も
の
で
す
。

　

採
決
の
結
果
、
全
員
賛
成
を
も
っ
て
、
原

案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し

た
。

　

議
案
第
五
十
七
号
「
平
成
二
十
二
年
度
日

南
市
病
院
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
一

号
）
」
に
つ
い
て
。

　

収
益
的
収
入
の
補
正
額
は
四
千
二
百
十
二

万
二
千
円
で
、
補
正
後
の
予
算
総
額
は
十
二

億
一
千
八
百
三
十
二
万
八
千
円
と
な
り
、
収

益
的
支
出
の
補
正
額
は
四
千
三
百
八
十
六
万

七
千
円
で
、
補
正
後
の
予
算
総
額
は
十
二
億

一
千
七
百
五
十
四
万
九
千
円
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
資
本
的
収
入
の
補
正
額
は
七
百
五

十
万
円
で
、
補
正
後
の
予
算
総
額
は
二
千
二

百
五
十
万
一
千
円
と
な
り
、
資
本
的
支
出
の

補
正
額
は　

千
五
百
万
円
で
、
補
正
後
の
予

算
総
額
は
一
億
三
千
八
百
六
十
一
万
五
千
円

と
な
り
ま
す
。

　

補
正
の
内
容
は
、
医
師
二
名
の
採
用
に
伴

う
給
与
費
等
の
追
加
や
器
械
備
品
の
更
新
な

ど
が
主
な
も
の
で
す
。

　

な
お
、
収
入
に
つ
い
て
は
、
一
般
会
計
か
ら

の
繰
入
金
や
、
医
師
増
員
に
対
応
す
る
収
益

な
ど
が
計
上
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

採
決
の
結
果
、
全
員
賛
成
を
も
っ
て
原
案

の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し

た
。

　

議
案
第
七
十
一
号
「
日
南
市
立
保
育
所
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
に
つ
い
て
。

　

本
案
は
、
外
浦
保
育
所
を
民
営
化
す
る
こ

と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
が
必
要
と
な
る
た

め
、
提
案
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案

の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し

た
。

　

議
案
第
七
十
二
号
「
財
産
の
無
償
譲
渡
に

つ
い
て
」
に
つ
い
て
で
す
。

　

本
案
は
、
外
浦
保
育
所
が
民
営
化
さ
れ
る

こ
と
に
伴
い
、
移
管
先
の
保
育
業
務
が
円
滑

に
行
わ
れ
る
こ
と
を
支
援
す
る
た
め
、
地
方

自
治
法
第
九
十
六
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定

に
よ
り
、
財
産
を
無
償
譲
渡
す
る
こ
と
が
、

提
案
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案

の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し

た
。

　

続
い
て
、
請
願
・
陳
情
の
案
件
に
つ
い
て
、

報
告
い
た
し
ま
す
。

　

請
願
第
十
二
号
「
改
正
国
籍
法
の
厳
格
な

制
度
運
用
を
求
め
る
請
願
書
」
、
請
願
第
十

三
号
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
即
時
廃
止

の
意
見
書
提
出
の
請
願
書
」
、
陳
情
第
二
十

二
号
「
『
人
権
侵
害
に
よ
る
被
害
の
救
済
及

び
予
防
等
に
関
す
る
法
律
案
』
（
人
権
侵
害

救
済
法
）
成
立
に
反
対
す
る
陳
情
書
」
、
陳

情
第
二
十
三
号
「
子
ど
も
手
当
の
廃
止
を
求

め
る
意
見
書
に
対
す
る
陳
情
書
」
の
四
件
に

つ
い
て
で
す
が
、
審
査
の
結
果
、
い
ず
れ
も
賛

成
少
数
を
も
っ
て
、
不
採
択
と
す
る
こ
と
に

決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　

請
願
第
二
十
七
号
「
認
定
こ
ど
も
園
へ
の

事
業
費
の
継
続
と
幼
児
教
育
無
償
化
に
関
す

る
請
願
書
」
、
請
願
第
三
十
号
「
細
菌
性
髄

膜
炎
ワ
ク
チ
ン
の
公
費
に
よ
る
接
種
費
用
助

成
を
求
め
る
請
願
書
」
の
二
件
に
つ
い
て
で

す
が
、
審
査
の
結
果
、
い
ず
れ
も
賛
成
多
数

を
も
っ
て
、
採
択
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た

し
ま
し
た
。

　

請
願
第
三
十
一
号
「
子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ

ク
チ
ン
接
種
の
公
費
助
成
を
求
め
る
請
願

書
」
に
つ
い
て
で
す
が
、
今
後
さ
ら
に
調
査

検
討
を
要
す
る
と
の
意
見
が
多
数
を
占
め
、

閉
会
中
の
継
続
審
査
が
妥
当
と
い
う
こ
と
に

決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　

議
案
第
六
十
八
号
「
日
南
市
観
光
施
設
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
に
つ
い
て
。

　

本
案
は
、
大
島
観
光
施
設
の
大
島
コ
テ
ー

ジ
新
築
工
事
が
本
年
九
月
に
完
了
し
、
十
月

か
ら
利
用
開
始
す
る
こ
と
に
伴
い
、
使
用
料

の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
た
め
提
案
さ
れ

た
も
の
で
す
。

　

採
決
の
結
果
、
全
員
賛
成
を
も
っ
て
原
案

の
と
お
り　

可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し

た
。

　

陳
情
第
十
六
号
「
労
働
者
派
遣
法
の
抜
本

改
正
を
求
め
る
陳
情
書
」
は
、
賛
成
少
数
を

も
っ
て
不
採
択
と
決
し
ま
し
た
。

　

議
案
第
五
十
八
号
「
平
成
二
十
二
年
度　

日
南
市
簡
易
水
道
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

一
号
）
」
に
つ
い
て
。

　

補
正
額
は
二
百
五
十
万
円
で
、
補
正
後
の

予
算
総
額
は
二
億
三
千
百
五
十
万
円
と
な
り

ま
す
。

　

補
正
の
内
容
は
、
水
道
管
移
設
工
事
の
追

加
で
す
。

　

ま
た
、
歳
入
と
し
て
は
、
国
庫
補
助
金
の

追
加
に
よ
る
市
債
の
減
額
及
び
前
年
度
繰
越

金
の
追
加
計
上
で
す
。

　

採
決
の
結
果
、
全
員
賛
成
を
も
っ
て
原
案

の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し

た
。

　

議
案
第
五
十
九
号
「
平
成
二
十
二
年
度
水

道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
」

に
つ
い
て
。

　

補
正
額
は
三
百
五
十
七
万
円
で
、
補
正
後

の
収
入
予
算
総
額
は
九
億
一
千
七
万
円
、
支

出
予
算
総
額
は
九
億
九
百
三
十
七
万
円
と
な

り
ま
す
。

　

補
正
の
内
容
は
、
緊
急
雇
用
創
出
事
業
費

補
助
金
を
活
用
し
、
水
道
資
産
台
帳
等
の
整

産業経済常任委員会
(委　員　長) 坂口義弘

(副 委 員 長) 黒木盛明

(委　　　員) 和足恭輔、山下武典、

長友昭三郎、柏田登美子、

坂元啓一、磯江純一、

豊倉照光、井戸川格

建設水道常任委員会
(委　員　長) 德尾尚男

(副 委 員 長) 前田幸雄

(委　　　員) 松田謙一郎、濱中武紀、

中尾貞美、甲斐 登、

山口 満、國貞 章、

山元敏郎、中島欽也
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備
を
行
う
た
め
の
賃
金
及
び
事
務
費
の
追
加

計
上
で
す
。

　

採
決
の
結
果
、
全
員
賛
成
を
も
っ
て
原
案

の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

　

議
案
第
六
十
九
号
「
日
南
市
山
村
定
住
住

宅
の
設
置
、
管
理
及
び
譲
渡
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
に
つ
い
て
。

　

内
容
は
、
山
村
定
住
住
宅
グ
リ
ー
ン
ネ
ス

黒
荷
田
の
二
号
棟
、
五
号
棟
及
び
九
号
棟
を

入
居
者
に
譲
渡
す
る
た
め
、
行
政
財
産
と
し

て
の
用
途
を
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

　

採
決
の
結
果
、
全
員
賛
成
を
も
っ
て
原
案

の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

　

議
案
第
七
十
号
「
日
南
市
営
住
宅
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
で
す
。

　

内
容
は
、
楠
原
団
地
第
一
ア
パ
ー
ト
の
供

用
開
始
に
伴
い
、
住
宅
名
及
び
住
所
等
を
定

め
る
も
の
で
す
。

　

採
決
の
結
果
、
全
員
賛
成
を
も
っ
て
原
案

の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

●
所
管
事
務
調
査
●

　

去
る
九
月
二
十
四
日
、
市
道
富
土
郷
之
原

線
の
現
地
視
察
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
市
道

は
、
国
道
二
二
〇
号
が
大
雨
等
で
通
行
止
め

の
際
の
迂
回
路
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
行
わ
れ
て
い
る
、
安
全
対
策
工
事
現

場
に
て
、
担
当
者
よ
り
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

　

議
案
第
五
十
三
号
平
成
二
十
二
年
度
日

南
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
三
号
）
に

つ
い
て
、
審
査
し
た
結
果
等
に
つ
い
て
報

告
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
審
査
の
方
法
と
し
て
は
、
各
常

任
委
員
会
を
単
位
と
す
る
四
つ
の
分
科
会

を
設
け
、
本
案
を
分
割
付
託
し
、
そ
れ
ぞ

れ
関
係
あ
る
分
科
会
に
お
い
て
休
会
中
、

関
係
課
長
等
の
説
明
を
求
め
、
慎
重
に
審

査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

そ
の
後
、
予
算
審
査
特
別
委
員
会
の
全

体
会
議
を
開
き
、
各
分
科
会
長
の
報
告
を

求
め
審
査
し
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
を
も
っ
て
、

原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し

ま
し
た
。

　議員定数に関する調査特別委員会に付託を受けました陳情第24号「日南市議会議員の定数削減を求める
陳情書」及び陳情第28号「日南市議会議員の定数削減を求める陳情書」の以上２件について、審査いたし
ました結果について報告します。
　本特別委員会では、議会に関する資料などを参考に、類似団体の市議会の議員定数等を検証するととも
に、９月定例会会期中という、限られた時間の中で陳情書の審査を精力的に延べ３回行ったところです。
第２回特別委員会では、陳情者である自治会連合会の会長をはじめ、３名の副会長、そしてまちづくり市
民協議会の理事長、他理事など３名の皆様に委員会出席を求め、２陳情団体より意見等を聴取し、慎重に
審査したところです。
　委員それぞれが、二つの陳情案件に対し、真剣に取り組まれ、意見・討論をいただきました。
　反対討論として、ある委員から「合併協議会で決定されたことを尊重すべきであり、また、日向市と比
較されているが、面積的には1.6倍くらい広い、行政区も広ければ学校数も多く定数削減には納得がいかな
い。ましてや議会改革研究会で30人とするということで既に決定している。そのことも尊重すべきであ
る。」など他1件の反対討論がありました。
　一方、賛成討論として、「議会改革研究会で定数減が議論され、いろんな意見がある中で結果として30
人となった。しかしながら、民意が陳情という形で出されてきたことは、我々自身が反省しなければなら
ない点である。議員それぞれに、いろんな思いはあるだろうが、市民は厳しい経済状況から、市職員や議
員が多いと言っている。小さな役所にしていくべきであり、市民から変わったと言われるようにならなけ
ればならない。」など他１件の賛成討論がありました。

　採決の結果、陳情第28号は賛成少数をもって不採択にすべきものとして決した次第です。
　また、陳情第24号についても、陳情第28号が不採択になったことにより、陳情第24号は「みなし不採
択」にすることで意見の一致を見た次第であります。

本会議での採決結果については、15ページに記載してあります。
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＜登壇者と質問項目＞
① 谷口重紀議員 ［防災対策、空き家対策、道路行政、発達障がい者支援、中小企業対策、雇用対策、観光振興について］
② 柏田登美子議員 ［教育環境整備、福祉行政について］
③ 前田幸雄議員 ［健康行政、障がい者雇用、市営上城霊園、街灯・防犯等事業、有料ゴミ袋について］
④ 鈴木教夫議員 ［口蹄疫、過疎地域自立促進特別措置法、地籍調査について］
⑤ 山下武典議員 ［四半的弓道の活用による活性化対策、情報ネットワーク整備、水産資源対策について］
⑥ 坂田武人議員 ［南郷地域の町名等の見直し、高校跡地対策、誘致企業、式典、戸籍上生存者、榎原地区の養豚悪臭問

題について］
⑦ 井福秀子議員 ［異常気象の影響、細菌性髄膜炎ワクチン、子宮頸がん予防ワクチン、道路の整備について］
⑧ 和足恭輔議員 ［入札改革、日南クリーンセンター、中小企業等産業振興基本条例について］
⑨ 山本定則議員 ［野猿対策、健康問題、空き家空き店舗対策、高齢者対策、人口の増加について］
⑩ 川口和也議員 ［子ども・子育て新システム、保育所民営化、地域医療、公契約条例、コミュニティバス、中山間地の

ソフト対策、うつ病対策について］
⑪ 川口敏治議員 ［教育の理念、学校教職員配置の現状について］
⑫ 坂元啓一議員 ［口蹄疫、観光事業、民業圧迫問題、カツオ一本釣り漁、学校教育行政、ごみ収集、図書館事業、電気

自動車用充電スタンド施設について］
⑬ 濱中武紀議員 ［教育行政、総合計画、水産行政、口蹄疫、市道の整備について］
⑭ 倉岡郁夫議員 ［市長の政治姿勢、土木行政、観光振興、教育行政について］
⑮ 野川喜美子議員 ［南郷清掃センター、オラレについて］
⑯ 中尾貞美議員 ［林業推進、道路等の整備、飫肥地区歴史的建造物、西公園、小村寿太郎候没100年について］
⑰ 井上　進議員 ［市長の政治姿勢について］
⑱ 中島欽也議員 ［中心市街地活性化計画、公金滞納対策、串間市の原発に対する市民投票、韓国東光グループなどにつ

いて］
⑲ 甲斐　登議員 ［国際交流、防災、中部病院問題、課長クラスの議会傍聴、市政運営のあり方について］
⑳ 磯江純一議員 ［市長の政治姿勢、福祉対策、有料ごみ袋、リフォームサービスの検証について］
㉑ 黒木盛明議員 ［森づくり、猿害対策について］
㉒ 田中重信議員 ［市長の政治姿勢、指定管理者制度、自治組織、教育環境、生活環境対策について］

市政を問う！

一 般 質 問
　一般質問とは、市の行政全般にわたって、市長・教育長等の方針、見解、事実の説明報告を
求めるものです。平成22年第6回定例会における「市政に対する一般質問」は、9月15日から
22日までの間で5日間行われ、22人が個人質問に立ち、多岐の内容にわたり市の方針をた
だしました。

以下、登壇順に質問と答弁の要旨を掲載しています。

※質問や答弁について、要旨だけではなく詳細をお知りになりたい方は、日南市議会議会棟1階にあります
「議会図書室」にて「日南市議会会議録」を閲覧することができます。
また、日南市議会会議録は「日南市議会ホームページ」でも閲覧することができます。
詳しくは、日南市議会事務局(電話0987-31-1142)までご連絡ください。

議
長
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公
明
党
日
南
市
議
団

　

谷
口
重
紀　
議
員

 

防
災
対
策
な
ど
に
つ
い
て

（
問
）
災
害
弱
者
対
策
は
ど
う
な
の
か
。

（
答
）
日
南
市
災
害
時
要
援
護
者
避
難
支
援
プ

ラ
ン
を
作
成
し
た
。
地
域
の
中
で
支
援
者
を
決

め
、
災
害
時
、
登
録
者
に
早
め
に
避
難
を
呼
び
か

け
、
一
緒
に
避
難
し
て
い
く
態
勢
を
作
る
。

 

空
き
家
対
策
な
ど
に
つ
い
て

（
問
）
空
き
家
の
実
態
調
査
を
行
い
、建
物
所
有
者

に
、助
言
、指
導
、命
令
な
ど
を
行
う
た
め
の
適
正
管

理
条
例
を
制
定
す
る
考
え
は
な
い
か
。

（
答
）
生
活
環
境
の
保
全
や
防
犯
の
ま
ち
づ
く
り

の
観
点
か
ら
も
有
効
と
考
え
、
先
進
自
治
体
の

条
例
等
を
研
究
す
る
。

 

発
達
障
害
者
の
支
援
拡
充
に
つ
い
て

（
問
）
発
達
障
害
者(

ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
症
候
群
な

ど)

に
つ
い
て
、
ど
う
対
処
す
る
の
か
。

（
答
）
三
か
月
、
十
か
月
、
一
歳
六
か
月
、
二

歳
、
二
歳
六
か
月
、
三
歳
、
三
歳
六
か
月
の
各
年

齢
で
集
団
の
検
診
や
教
室
を
実
施
し
、
個
別
の

問
診
等
を
行
っ
て
い
る
。
発
達
障
害
の
疑
い
の
あ

る
子
ど
も
に
は
、
そ
の
後
も
「
つ
ど
い
の
ひ
ろ
ば

　

お
ひ
さ
ま
」
な
ど
で
、
相
談
の
機
会
を
設
け
、

専
門
機
関
へ
の
紹
介
な
ど
を
行
う
。
三
歳
六
か
月

時
健
診
で
小
児
発
達
の
専
門
医
師
の
個
別
相
談

を
行
う
。

 

雇
用
対
策
に
つ
い
て

（
問
）
雇
用
促
進
調
査
員
の
配
置
は
で
き
な
い
か
。

（
答
）
市
単
独
で
の
配
置
は
考
え
て
い
な
い
。

公
明
党
日
南
市
議
団

　

柏
田
登
美
子　
議
員

 

教
育
環
境
整
備
に
つ
い
て

（
問
）
校
舎
の
立
地
場
所
に
よ
っ
て
は
、
ク
ー

ラ
ー
の
設
置
を
考
え
て
良
い
の
で
は
な
い
か
。

（
答
）
児
童
生
徒
の
学
力
向
上
の
た
め
、
最
重
要

課
題
で
あ
り
、
設
置
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

（
問
）
色
覚
障
害
の
児
童
生
徒
へ
の
カ
ラ
ー
バ
リ

ア
フ
リ
ー
対
応
の
必
要
性
は
ど
う
か
。

（
答
）
色
覚
対
応
チ
ョ
ー
ク
も
あ
る
の
で
、
必
要

に
応
じ
て
学
校
に
配
布
し
て
い
く
。

 

福
祉
行
政
に
つ
い
て

（
問
）
子
宮
頸
が
ん
ワ
ク
チ
ン
を
、
自
治
体
独
自

で
助
成
す
る
動
き
が
広
が
っ
て
い
る
。
本
市
の
進

捗
状
況
は
ど
う
か
。

（
答
）
国
は
平
成
二
十
三
年
度
の
予
防
対
策
費
に

計
上
。
今
後
、
動
向
を
注
視
し
検
討
し
て
い
く
。

（
問
）
不
妊
治
療
費
は
大
変
高
額
だ
。
国
の
助
成

に
加
え
、市
単
独
で
上
乗
せ
す
る
考
え
は
な
い
か
。

（
答
）
県
内
各
市
の
動
向
を
見
据
え
判
断
す
る
。

（
問
）
妊
婦
検
診
時
に
行
わ
れ
て
い
る
Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ

‐

１
型
に
対
し
、
市
民
の
認
識
を
深
め
る
た
め
周

知
徹
底
及
び
相
談
窓
口
の
設
置
は
で
き
な
い
か
。

（
答
）
今
後
、
健
康
ま
つ
り
等
で
セ
ミ
ナ
ー
開
催

を
検
討
す
る
。
子
ど
も
か
で
窓
口
対
応
し
て
る
。

（
問
）
犬
猫
等
、
ペ
ッ
ト
の
最
期
を
看
取
る
火
葬

場
の
設
置
は
で
き
な
い
か
。

（
答
）
畜
産
農
業
以
外
の
動
物
は
一
般
廃
棄
物
と

し
て
分
類
さ
れ
、
設
置
は
考
え
て
い
な
い
。

公
明
党
日
南
市
議
団

　

前
田
幸
雄　
議
員

 

健
康
行
政
に
つ
い
て

（
問
）
前
立
腺
が
ん
検
診
導
入
に
つ
い
て
、
そ
の

後
の
進
捗
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

（
答
）
Ｐ
Ｓ
Ａ
検
査
の
再
検
討
を
行
う
。

（
問
）
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
公
費
助
成
は
ど
う
か
。

（
答
）
県
内
の
動
向
を
参
考
に
検
討
す
る
。

 

障
が
い
者
雇
用
に
つ
い
て

（
問
）
就
労
に
つ
い
て
市
長
の
見
解
は
。

（
答
）
自
己
実
現
と
社
会
参
加
に
と
っ
て
重
要
か

つ
自
立
し
て
い
く
た
め
必
要
不
可
欠
な
こ
と
で

あ
る
。

（
答
）
市
内
の
民
間
企
業
等
の
雇
用
状
況
は
。

（
問
）
雇
用
義
務
の
あ
る
企
業
が
二
十
八
社
あ

り
、
六
十
四
人
が
雇
用
さ
れ
て
い
る
。

 

市
営
上
城
霊
園
に
つ
い
て

（
問
）
急
勾
配
階
段
の
斜
度
改
善
は
で
き
な
い
か
。

（
答
）
多
額
の
経
費
を
要
し
、
改
善
は
困
難
。

 

街
路
灯
、
防
犯
灯
事
業
に
つ
い
て

（
問
）
公
共
施
設
等
の
街
路
灯
又
は
防
犯
灯
の

Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
へ
の
切
替
え
計
画
は
あ
る
の
か
。

（
答
）
街
路
灯
に
つ
い
て
は
、
既
設
照
明
の
改
築

更
新
時
に
導
入
を
検
討
し
、
防
犯
灯
に
つ
い
て
は

現
在
九
百
五
基
の
付
け
替
え
を
進
め
て
い
る
。

 

有
料
ご
み
袋
に
つ
い
て

（
問
）
ひ
と
り
暮
ら
し
等
に
配
慮
す
る
た
め
の
特

小
袋
の
販
売
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

（
答
）
市
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
、
積
極
的

に
取
り
組
ん
で
い
く
考
え
で
あ
る
。

公
明
党
日
南
市
議
団

　

鈴
木
教
夫　
議
員

 

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
に
つ
い
て

（
問
）
北
郷
地
区
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
運
行
の

維
持
管
理
に
過
疎
債
の
適
用
は
あ
る
の
か
。

（
答
）
過
疎
計
画
に
あ
げ
て
お
り
、
維
持
管
理
等

を
含
め
過
疎
債
を
適
用
し
て
い
く
。

（
問
）
廃
止
路
線
代
替
バ
ス(

内
之
田
・
倉
迫
・

大
藤
・
郷
之
原
の
一
部)

と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
路

線
と
の
運
賃
差
、
及
び
小
・
中
学
校
に
通
う
児

童
・
生
徒
の
定
期
券
等
の
金
額
差
は
統
一
で
き
な

い
の
か
。

（
答
）
利
用
金
額
の
差
は
発
生
す
る
。
ま
た
、

小
・
中
学
生
の
定
期
券
等
の
統
一
は
、
民
業
圧
迫

等
を
含
め
少
な
か
ら
ず
影
響
す
る
の
で
、
総
合
交

通
の
観
点
か
ら
で
き
な
い
。

（
問
）
交
通
空
白
地
帯
の
黒
山
・
河
原
谷
地
区
で

の
取
り
組
み
は
万
全
か
。

（
答
）
自
治
会
及
び
地
域
住
民
か
ら
の
要
望
は
な

く
、
今
回
の
見
直
し
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。

（
問
）
タ
ク
シ
ー
補
助
券
等
で
の
助
成
は
で
き
な

い
の
か
。

（
答
）
今
後
、
引
き
続
き
住
民
の
要
望
、
地
域
ご

と
の
様
々
な
ニ
ー
ズ
や
課
題
を
検
証
し
、
総
合
的

に
検
討
し
て
い
く
。

（
問
）
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
条
例
を
制
定
す
る
必

要
は
な
い
の
か
。

（
答
）
今
回
の
総
合
交
通
体
系
の
見
直
し
に
伴

い
、
新
日
南
市
と
し
て
の
条
例
制
定
を
行
う
。
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新
生
南
郷
会

　

山
下
武
典　
議
員

 

四
半
的
弓
道
の
活
用
に
よ
る
多
面
的
な
活
性
化

 

対
策
に
つ
い
て

（
問
）
四
半
的
の
弓
道
発
祥
の
地
と
し
て
、
全
国

規
模
の
大
会
を
開
催
す
る
計
画
は
な
い
か
。

（
答
）
県
や
市
の
弓
道
連
盟
と
今
後
協
議
し
た

い
。

（
問
）
発
祥
の
地
に
ふ
さ
わ
し
い
本
格
的
な
四
半

的
の
弓
道
場
を
整
備
す
る
考
え
は
な
い
か
。

（
答
）
関
係
各
課
と
整
備
で
き
な
い
か
協
議
し
た

い
。

 

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境
の
整
備
に
つ
い
て

（
問
）
高
速
通
信
網
が
未
整
備
で
あ
る
情
報
格
差

の
あ
る
地
域
に
つ
い
て
、
辺
地
債
や
過
疎
債
を
活

用
し
て
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
に
運
用
さ
せ
る
考
え
は

な
い
か
。

（
答
）
辺
地
債
や
過
疎
債
で
の
整
備
は
そ
の
対
象

と
な
る
事
業
が
な
い
。
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
事
業
者

に
エ
リ
ア
拡
大
に
つ
い
て
、
強
く
要
望
し
た
い
。

 

水
産
資
源
対
策
に
つ
い
て

（
問
）
巻
き
網
漁
業
と
一
本
釣
り
漁
業
と
の
資
源

管
理
型
生
産
調
整
に
つ
い
て
、
改
め
て
国
や
関
係

機
関
に
要
望
す
る
考
え
は
な
い
か
。

（
答
）
水
産
資
源
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
機
会
あ

る
ご
と
に
要
望
し
て
お
り
、
知
事
と
市
町
村
長
と

の
自
治
懇
談
会
で
も
知
事
に
対
し
国
に
乱
獲
防

止
を
訴
え
て
欲
し
い
と
要
望
し
た
。
ま
た
、
市
長

会
に
お
い
て
、
県
・
国
に
対
し
漁
業
調
整
及
び
漁

業
管
理
体
制
の
推
進
に
つ
い
て
要
望
し
て
い
く
。

新
生
南
郷
会

　

坂
田
武
人　
議
員

 

南
郷
地
域
の
町
界
・
町
名
の
見
直
し
に
つ
い
て

（
問
）
住
民
が
分
か
り
や
す
い
表
示
に
で
き
な
い
か
。

（
答
）
町
内
に
は
、
市
街
地
の
基
準
と
な
る
人
口

集
中
地
区
が
な
い
こ
と
か
ら
、
法
に
基
づ
く
住
居

表
示
は
で
き
な
い
。現
在
表
示
変
更
の
考
え
は
な
い
。

 

高
等
学
校
再
編
に
よ
る
高
校
跡
地
対
策
に
つい
て

（
問
）
日
南
振
徳
高
校
及
び
日
南
農
林
高
校
の

跡
地
利
用
の
取
り
組
み
を
ど
う
す
る
の
か
。

（
答
）
七
月
三
十
日
付
県
教
育
委
員
会
か
ら
跡
地

の
買
受
け
希
望
に
つ
い
て
照
会
が
あ
り
、
振
徳
高

校
は
日
南
総
合
運
動
公
園
施
設
の
拡
充
等
他
整

備
で
、
買
受
け
希
望
の
回
答
を
行
っ
た
。
農
林
高

校
は
計
画
が
な
く
買
受
け
を
希
望
し
な
い
旨
の

回
答
を
し
た
。

 

誘
致
企
業
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

（
問
）
大
島
に
海
上
自
衛
隊
の
中
間
基
地
な
ど
を

誘
致
を
す
る
考
え
は
な
い
か
。

（
答
）
大
島
港
は
水
深
が
浅
く
艦
艇
は
寄
港
で
き

な
い
。

 

式
典
及
び
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て

（
問
）
二
十
三
年
一
月
の
成
人
式
、
及
び
成
人
者

を
祝
う
駅
伝
大
会
の
考
え
方
は
。

（
答
）
二
十
三
年
一
月
は
旧
三
市
町
ご
と
に
例
年

ど
お
り
行
う
。

（
問
）
二
十
三
年
度
以
降
の
式
典
、
ス
ポ
ー
ツ
大

会
、文
化
事
業
、祭
り
等
の
整
理
統
合
の
考
え
は
。

（
答
）
そ
れ
ぞ
れ
の
長
い
歴
史
に
も
配
慮
し
、
関

係
者
と
協
議
す
る
。

日
本
共
産
党
日
南
市
議
団

　　

井
福
秀
子　
議
員

 

異
常
気
象
の
影
響
と
そ
の
対
策
に
つ
い
て

（
問
）
今
年
は
、
三
十
年
に
一
回
の
異
常
気
象
と

な
り
、
今
ま
で
以
上
の
防
災
対
策
が
必
要
と
な

る
。
情
報
伝
達
手
段
、
自
主
防
災
組
織
の
実
態
と

災
害
時
要
援
護
者
の
対
策
等
を
ど
う
す
る
の
か
。

（
答
）
防
災
無
線
や
ラ
ジ
オ
・
メ
ー
ル
等
で
市
民

に
注
意
を
呼
び
か
け
普
及
を
図
る
。
自
主
防
災

組
織
率
は
八
三
パ
ー
セ
ン
ト
だ
が
、
自
治
会
で
活

動
に
差
が
あ
る
。
要
援
護
者
避
難
支
援
プ
ラ
ン
を

作
成
し
た
が
、
そ
の
周
知
と
登
録
シ
ス
テ
ム
を
導

入
す
る
。

（
問
）
熱
中
症
の
実
態
と
そ
の
対
策
は
ど
う
か
。

（
答
）
救
急
搬
送
は
二
十
六
人
で
軽
症
で
あ
っ

た
。
対
策
は
、
一
般
的
な
注
意
喚
起
に
終
わ
っ
て

い
る
。

（
問
）
学
校
で
の
暑
さ
対
策
、猛
暑
は
今
後
も
続

く
と
思
う
が
、エ
ア
コ
ン
設
置
の
考
え
は
な
い
か
。

（
答
）
徹
底
し
た
予
防
対
策
を
し
て
い
る
。
エ
ア

コ
ン
設
置
に
つ
い
て
は
、
整
備
計
画
を
策
定
す
。

 

細
菌
性
髄
膜
炎
ワ
ク
チ
ン
・
子
宮
頸
が
ん
予
防

 
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
公
費
助
成
に
つ
い
て

（
問
）
細
菌
性
髄
膜
炎
は
初
期
に
は
発
熱
だ
け
で

診
断
が
難
し
い
乳
幼
児
の
病
気
で
、
ワ
ク
チ
ン
接

種
に
三
万
円
も
か
か
る
。
助
成
で
き
な
い
か
。

（
答
）
国
の
動
向
を
注
視
し
、検
討
す
る
。

 

生
活
道
路
の
整
備
に
つ
い
て

（
問
）
吾
田
東
十一丁
目
の
道
路
の
側
溝
に
蓋
を
。

（
答
）
着
手
時
期
等
に
つ
い
て
今
後
、検
討
す
る
。

日
本
共
産
党
日
南
市
議
団

　　

和
足
恭
輔　
議
員

 

入
札
制
度
の
改
革
に
つ
い
て

（
問
）
相
次
ぐ
官
製
談
合
事
件
以
降
、
一
般
競
争

入
札
が
広
が
り
落
札
率
は
下
が
っ
て
き
た
。
一
方

で
低
下
価
格
競
争
が
地
元
業
者
の
活
力
を
奪
う

事
態
も
生
ま
れ
て
い
る
。
市
は
一
般
競
争
入
札
の

適
用
基
準
額
を
五
千
万
円
か
ら
二
千
万
円
に
引

き
下
げ
た
が
、
今
後
の
入
札
制
度
の
改
革
方
向

に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
る
か
。

（
答
）
透
明
性
、
競
争
性
、
公
平
性
、
品
質
の
確

保
、
不
正
の
防
止
、
新
し
い
時
代
へ
の
対
応
等
を

考
慮
し
入
札
の
適
正
化
に
取
り
組
む
。

 

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
に
つ
い
て

（
問
）
来
年
度
か
ら
南
郷
エ
リ
ア
の
ご
み
を
受
け

入
れ
る
日
南
市
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
は
二
十
四
時

間
運
転
体
制
に
な
る
。委
託
先
は
ど
う
な
る
の
か
。

（
答
）
契
約
方
法
は
庁
内
に
設
置
し
た
環
境
衛
生

業
務
委
託
検
討
委
員
会
で
検
討
中
で
あ
る
。

 

中
小
企
業
等
産
業
振
興
基
本
条
例
に
つ
い
て

（
問
）
地
域
内
再
投
資
力
を
高
め
る
た
め
に
、
農

林
水
産
業
も
視
野
に
入
れ
た
中
小
企
業
等
産
業

振
興
基
本
条
例
を
制
定
す
る
考
え
は
な
い
か
。

（
答
）
基
本
条
例
は
、
自
治
体
、
企
業
、
市
民
な

ど
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
地
域
の
中
小
企
業
支

援
に
努
め
る
こ
と
を
明
確
に
し
、
共
同
し
て
地
域

経
済
振
興
に
取
り
組
む
と
と
も
に
連
続
性
の
あ

る
政
策
が
展
開
で
き
る
も
の
、
制
定
に
つ
い
て
は

企
業
の
意
向
を
十
分
把
握
し
た
上
で
検
討
す
る
。
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社
民
ク
ラ
ブ

　

山
本
定
則　
議
員

 

野
猿
対
策
に
つ
い
て

（
問
）
近
年
被
害
が
増
大
し
て
い
る
の
で
、
早
急

な
対
策
が
必
要
と
思
う
が
、
新
た
な
手
当
は
考
え

ら
れ
な
い
か
。

（
答
）
昨
年
か
ら
大
型
囲
い
わ
な
を
四
地
区
に
設

置
し
て
、
増
大
し
て
い
る
個
体
数
の
削
減
を
実
施

し
て
い
る
。
そ
の
結
果
効
果
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
、
新
た
に
五
地
区
に
設
置
す
る
た
め

の
予
算
計
上
を
し
て
い
る
。
県
に
お
い
て
も
対
策

捕
獲
指
導
員
を
設
置
し
て
、
環
境
作
り
の
啓
発

と
個
体
数
の
調
整
を
実
施
し
て
お
り
、
宮
崎
市
、

串
間
市
と
も
連
携
し
対
策
を
講
ず
る
。

 

空
き
家
、
空
き
店
舗
対
策
に
つ
い
て

（
問
）
空
き
家
等
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
早

急
な
対
策
が
必
要
と
思
う
が
ど
う
か
。

（
答
）
解
消
の
対
策
と
し
て
は
、
不
動
産
取
引
が

活
発
化
す
る
こ
と
が
一
番
の
解
決
策
で
あ
り
、
昨

今
の
経
済
情
勢
で
は
難
し
い
。

 

高
齢
者
対
策
に
つ
い
て

（
問
）
高
齢
者
の
割
合
が
非
常
に
高
く
な
っ
て
い

る
が
、
く
つ
ろ
ぎ
の
支
援
策
は
考
え
ら
れ
な
い

か
。

（
答
）
地
域
の
中
で
役
割
意
識
を
高
め
、
社
会
貢

献
を
し
て
い
く
場
と
し
て
、
高
齢
者
ク
ラ
ブ
活
動

が
あ
り
、
生
き
が
い
の
あ
る
人
生
を
送
る
た
め

に
、
各
地
区
で
積
極
的
に
活
動
さ
れ
て
お
り
、
百

二
箇
所
で
サ
ロ
ン
が
開
催
さ
れ
る
な
ど
、
く
つ
ろ

ぎ
の
場
と
し
て
楽
し
ん
で
い
た
だ
い
て
い
る
。

社
民
ク
ラ
ブ

　

川
口
和
也　
議
員

 

中
山
間
地
の
ソ
フ
ト
対
策
に
つ
い
て

（
問
）
綾
町
の
民
間
賃
貸
住
宅
家
賃
補
助
制
度

は
、
結
婚
六
年
以
内
か
未
就
学
児
の
い
る
世
帯
で
、

最
長
六
年
間
、
上
限
二
万
円
を
支
給
し
て
い
る
。こ

れ
ま
で
十
八
世
帯
が
、
町
外
か
ら
転
居
し
て
き
た
。

岡
山
県
西
栗
倉
村
は
、
空
き
家
の
改
修
費
を
三
百

五
十
万
ま
で
村
が
負
担
す
る
と
の
条
件
で
、
空
き

家
の
貸
し
出
し
を
持
ち
主
に
呼
び
か
け
た
。
家
賃

は
月
二
万
円
、
保
育
料
は
八
千
円
と
し
、
大
阪
や

東
京
か
ら
二
十
二
世
帯
が
移
住
し
て
き
た
。

　

中
山
間
地
域
や
限
界
集
落
の
活
性
化
・
空
き

家
対
策
と
し
て
、
検
討
す
る
考
え
は
な
い
か
。

（
答
）
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
の
中
で
、

空
き
家
を
購
入
し
居
住
す
る
方
を
対
象
に
、
リ

フ
ォ
ー
ム
費
用
の
一
部
補
助
や
市
外
か
ら
転
入
す

る
子
育
て
世
帯
に
、
家
賃
の
一
部
補
助
を
検
討
し

て
い
る
。

 

保
育
所
民
営
化
に
つ
い
て

（
問
）
公
立
保
育
所
は
、
地
域
の
保
育
所
水
準
の

維
持
向
上
に
、
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
き

た
。
今
後
も
地
域
の
水
準
を
低
下
さ
せ
な
い
た
め

に
も
、
地
域
の
核
と
し
て
残
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

（
答
）
民
間
保
育
園
も
、
様
々
な
研
修
等
に
参
加

し
な
が
ら
、
人
材
育
成
が
行
わ
れ
、
公
立
を
し
の

ぐ
よ
う
な
運
営
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
諸
規

定
を
遵
守
し
、
運
営
さ
れ
て
お
り
、
地
域
の
水
準

の
低
下
を
招
く
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。

社
民
ク
ラ
ブ

　

川
口
敏
治　
議
員

 

教
育
の
理
念
に
つ
い
て

（
問
）
教
育
問
題
と
い
う
と
教
育
長
答
弁
に
な
る

こ
と
が
通
例
だ
が
、
市
長
の
教
育
哲
学
が
教
育

行
政
に
大
き
く
影
響
す
る
の
で
、
市
長
の
教
育
へ

の
理
念
を
聞
き
た
い
。

（
答
）
ま
ち
づ
く
り
、
も
の
づ
く
り
の
基
本
は
人

づ
く
り
だ
と
思
う
。
豊
か
な
人
間
性
・
創
造
性
の

育
成
・
国
際
化
に
対
応
で
き
る
感
覚
に
あ
ふ
れ
た

未
来
の
リ
ー
ダ
ー
の
育
成
を
目
指
し
た
い
。

 

学
校
教
育
の
環
境
に
つ
い
て

（
問
）
日
南
市
の
教
育
環
境
に
つ
い
て
ど
う
思
っ

て
い
る
か
。

（
答
）
学
校
施
設
は
ほ
と
ん
ど
四
十
五
年
く
ら
い

経
過
し
て
い
る
が
、
耐
震
補
強
を
最
優
先
に
取
り

組
み
、耐
震
化
率
は
本
年
度
で
一
〇
〇
％
に
な
る
。

今
後
は
早
急
に
整
備
計
画
を
策
定
し
改
築
に
取
り

組
む
。

（
問
）
学
校
教
職
員
の
配
置
の
現
状
と
認
識
は
。

（
答
）
学
級
を
担
任
し
て
い
る
講
師
は
小
学
校
十

一
校
で
十
五
名
、
中
学
校
は
一
校
で
三
名
と
な
っ

て
い
る
。
非
常
勤
講
師
は
小
学
校
十
校
で
二
十
二

名
、
中
学
校
は
十
校
で
二
十
三
名
で
あ
る
。
機
会

あ
る
ご
と
に
正
規
教
職
員
の
配
置
を
要
請
す
る

と
と
も
に
講
師
の
研
修
の
機
会
を
提
供
し
て
い

く
。

（
問
）
学
校
技
術
員
は
、
必
要
な
教
育
要
員
だ
と

思
う
が
、
ど
う
か
。

（
答
）
必
要
か
つ
重
要
な
要
員
で
あ
る
と
考
え
る
。

無
会
派

　

坂
元
啓
一　
議
員

 

観
光
事
業
に
つ
い
て

（
問
）
「
観
光
圏
整
備
法
」
に
つ
い
て
、
ど
う

い
っ
た
認
識
を
持
っ
て
い
る
か
。

（
答
）
二
年
前
に
施
行
さ
れ
た
法
律
で
、
観
光
地

の
連
携
を
図
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。

（
問
）
旧
日
南
市
の
観
光
絵
は
が
き
し
か
な
い
の

で
、
新
日
南
市
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
作
っ
て
は
。

（
答
）
非
常
に
い
い
こ
と
だ
と
思
う
。
観
光
立
市

の
発
信
を
し
て
い
け
た
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
。

 

民
業
圧
迫
問
題
に
つ
い
て

（
問
）
緊
急
雇
用
対
策
に
よ
る
民
間
業
者
へ
の
影

響
を
ど
う
と
ら
え
て
い
る
か
。

（
答
）
事
業
の
内
容
に
よ
っ
て
は
民
間
業
者
と
重

複
す
る
も
の
も
あ
る
と
は
思
う
が
、
こ
の
事
業
は

二
十
三
年
度
ま
で
の
臨
時
的
な
措
置
で
あ
る
。

 

家
庭
ご
み
に
つ
い
て

（
問
）
可
燃
ご
み
と
不
燃
ご
み
の
集
積
地
が
異
な

る
こ
と
に
つ
い
て
、
不
便
の
声
が
あ
る
が
ど
う
か
。

（
答
）
指
摘
の
と
お
り
、
困
難
な
地
域
も
あ
る
の

で
、
自
治
会
長
と
も
相
談
し
な
が
ら
進
め
て
い
く
。

（
問
）
小
さ
い
有
料
ご
み
袋
は
作
れ
な
い
か
。

（
答
）
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

 

図
書
館
事
業
に
つ
い
て

（
問
）
日
曜
日
の
閉
館
を
見
直
し
て
は
ど
う
か
。

（
答
）
検
討
す
る
。

（
問
）
図
書
貸
し
出
し
袋
を
導
入
し
て
は
ど
う
か
。

（
答
）
リ
サ
イ
ク
ル
袋
で
前
向
き
に
検
討
す
る
。
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改
政
ク
ラ
ブ

　

濱
中
武
紀　
議
員

 

教
育
行
政
に
つ
い
て

（
問
）
鵜
戸
小
・
潮
小
の
統
廃
合
後
の
利
活
用
を

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

（
答
）
鵜
戸
地
区
住
民
の
皆
様
の
ご
意
向
を
踏
ま

え
利
活
用
策
を
決
定
す
る
た
め
、
今
後
協
議
す
る
。

 

市
の
総
合
計
画
に
つ
い
て

（
問
）
平
成
二
十
四
年
度
以
降
の
事
業
及
び
予
算

で
特
に
重
要
と
考
え
て
い
る
点
は
何
か
。

（
答
）
企
業
誘
致
、
雇
用
の
場
の
確
保
、
教
育
環

境
の
整
備
、
子
育
て
支
援
な
ど
、
総
合
計
画
に
基

づ
く
各
種
施
策
と
市
政
創
造
計
画
を
実
行
す
る
。

 

水
産
行
政
に
つ
い
て

（
問
）
漁
獲
共
済
制
度
の
補
助
金
ア
ッ
プ
で
経
営

状
況
は
好
転
す
る
と
考
え
る
か
。

（
答
）
補
助
金
ア
ッ
プ
に
よ
り
、
加
入
が
促
進
で

き
、
不
漁
時
に
お
け
る
所
得
補
償
を
受
け
る
こ
と

で
、
経
営
の
安
定
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。

 

口
蹄
疫
に
つ
い
て

（
問
）
市
内
の
経
済
損
失
額
は
ど
の
程
度
か
。

（
答
）
市
内
の
畜
産
業
が
、
約
九
千
万
円
。
ほ
か

の
事
業
に
つ
い
て
は
約
三
十
億
円
程
度
で
あ
る
。

 

市
道
の
整
備
に
つ
い
て

（
問
）
富
土
郷
之
原
線
の
進
捗
状
況
及
び
今
後
の

事
業
見
通
し
は
ど
う
な
る
の
か
。

（
答
）
法
面
補
修
、
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
の
設
置
、

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
設
置
な
ど
、
工
事
費
ベ
ー
ス
で

二
四
％
終
了
。
来
年
度
以
降
も
計
画
的
に
進
め

る
。

改
政
ク
ラ
ブ

　

倉
岡
郁
夫　
議
員

 

市
長
の
政
治
姿
勢
に
つ
い
て

（
問
）
旧
北
郷
町
の
町
立
体
育
館
・
中
学
校
・
黒

荷
田
小
学
校
・
中
央
保
育
所
・
坂
元
保
育
所
な
ど

の
、
各
施
設
の
今
後
の
跡
地
利
用
計
画
は
ど
う
な

る
の
か
。

（
答
）
現
在
、
新
日
南
市
の
跡
地
検
討
委
員
会
で

調
整
し
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
全
施
設
取
り
壊

し
の
方
向
で
あ
る
。

（
問
）
日
南
市
の
新
バ
ス
交
通
シ
ス
テ
ム
の
観
点

か
ら
、
北
郷
地
区
内
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
今

後
の
運
行
計
画
と
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
運
賃
格
差

解
消
策
は
考
え
て
い
る
の
か
。

（
答
）
二
十
三
年
四
月
か
ら
、
さ
く
ら
ア
リ
ー
ナ

以
北
と
年
見
・
猪
八
重
地
区
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ

ス
を
運
行
す
る
。
内
之
田
・
大
藤
・
倉
迫
地
区
に

つ
い
て
は
、
今
ま
で
ど
お
り
宮
崎
交
通
の
代
替
バ

ス
を
利
用
し
、
運
賃
格
差
に
つ
い
て
は
、
ほ
か
の

地
区
と
の
兼
ね
合
い
も
あ
る
の
で
現
状
で
お
願
い

し
た
い
。

 

教
育
行
政
に
つ
い
て

（
問
）
「
雨
も
り
が
す
る
」
「
暑
く
て
勉
強
が
で

き
な
い
」
と
い
う
子
ど
も
の
意
見
が
あ
る
が
、
各

学
校
の
改
修
・
設
備
整
備
計
画
の
優
先
順
位
は

ど
の
よ
う
に
決
定
し
て
い
る
の
か
。

（
答
）
各
学
校
の
校
長
か
ら
予
算
要
求
の
ヒ
ア
リ

ン
グ
を
受
け
、
老
朽
化
・
破
損
状
況
等
を
勘
案
し

優
先
順
位
を
決
定
し
て
い
る
。

改
政
ク
ラ
ブ

　

野
川
喜
美
子　
議
員

 

南
郷
清
掃
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

（
問
）
合
併
協
議
会
に
お
い
て
、
南
郷
清
掃
セ
ン

タ
ー
の
閉
鎖
・
統
合
問
題
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市

に
引
き
継
ぎ
部
長
決
裁
と
す
る
と
さ
れ
た
。
昨

年
の
決
算
審
査
会
で
は
、
統
合
や
む
な
し
の
判
断

で
あ
っ
た
が
、
平
成
元
年
か
ら
当
施
設
を
管
理
運

営
し
て
き
た
鯛
取
ク
リ
ー
ン
工
業
は
、
地
元
雇
用

対
策
と
し
て
設
立
さ
れ
た
企
業
で
あ
る
。
統
合
と

な
る
と
大
手
企
業
と
違
い
職
員
は
即
、
失
職
と
な

る
。
閉
鎖
後
の
施
設
管
理
も
含
め
て
今
後
ど
う

取
り
組
ん
で
い
く
の
か
。

（
答
）
日
南
串
間
ご
み
処
理
広
域
化
計
画
の
中
で

検
討
し
て
い
く
。

 

オ
ラ
レ
に
つ
い
て

（
問
）
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
の
場
外
舟
券
売
場
オ
ラ
レ

の
誘
致
を
進
め
て
い
る
が
、
日
南
市
に
は
ふ
さ
わ

し
く
な
い
施
設
で
あ
る
。
青
少
年
に
与
え
る
影
響

も
懸
念
さ
れ
る
。
青
少
年
健
全
育
成
協
議
会
か

ら
も
反
対
六
地
区
、
態
度
保
留
三
地
区
と
記
載

さ
れ
た
意
見
書
が
提
出
さ
れ
た
。
特
に
油
津
地

区
は
、
絶
対
反
対
す
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
オ

ラ
レ
が
街
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
と
は
思
え
な

い
。
誘
致
を
撤
回
す
る
考
え
は
な
い
か
。

（
答
）
油
津
商
店
街
や
稲
荷
商
店
街
か
ら
強
く
要

望
さ
れ
関
係
団
体
と
意
見
交
換
を
し
て
誘
致
を
決

定
し
た
。
青
少
年
へ
の
影
響
も
な
い
と
考
え
て
い

る
。
設
置
手
順
に
基
づ
い
て
事
務
作
業
を
続
け

る
。

改
政
ク
ラ
ブ

　

中
尾
貞
美　
議
員

 

林
業
の
推
進
に
つ
い
て

（
問
）
国
の
林
業
推
進
事
業
で
一
般
企
業
が
取
り

組
む
場
合
に
、
市
と
し
て
支
援
す
る
考
え
は
あ
る

か
。

（
答
）
林
業
へ
新
た
に
進
出
す
る
場
合
、
県
の
融

資
制
度
が
あ
る
。
ま
た
、
国
の
森
林
・
林
業
基
本

政
策
の
抜
本
的
見
直
し
の
中
で
、
人
材
育
成
や

助
成
制
度
等
の
支
援
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

（
問
）
瀬
田
尾
の
市
有
林
を
市
独
自
の
参
考
林
と

し
て
残
せ
な
い
か
。

（
答
）
森
林
に
ふ
れ
あ
う
場
と
し
て
活
用
し
た
い。

 

旧
高
橋
源
次
郎
邸
の
整
備
に
つ
い
て

（
問
）
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
等
を
活
用
し
て
、
二

棟
の
蔵
や
ふ
す
ま
絵
等
の
あ
る
主
屋
棟
を
整
備

し
、
魅
力
的
な
施
設
と
し
て
、
飫
肥
の
ま
ち
づ
く

り
を
推
進
す
る
考
え
は
な
い
か
。

（
答
）
飫
肥
の
ま
ち
づ
く
り
に
役
立
て
て
欲
し
い

と
の
高
橋
家
の
意
向
に
沿
っ
て
、
活
用
し
た
い
。

 

五
百
禩
神
社
屋
根
瓦
復
旧
に
伴
う
、ふ
る
さ
と

 

納
税
制
度
の
適
用
に
つ
い
て

（
問
）
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
を
適
用
さ
れ
る
と
聞

く
が
、
い
つ
頃
施
工
さ
れ
る
の
か
。

（
答
）
屋
根
瓦
改
修
工
事
に
つ
い
て
は
、
現
在
正

式
な
見
積
り
を
作
成
中
で
あ
る
。
屋
根
の
傷
み
が

進
ん
で
お
り
、
多
額
の
経
費
が
必
要
に
な
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
、
そ
れ
を
見
極
め
た
上
で
市
と
し
て

の
対
応
を
決
定
す
る
。

い

お

し
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改
政
ク
ラ
ブ

　

井
上 　

進　
議
員

 

市
長
の
政
治
姿
勢
に
つ
い
て

（
問
）
総
合
計
画
の
目
標
人
口
で
あ
る
、
五
万
八

千
人
を
達
成
す
る
た
め
の
具
体
策
を
示
せ
。

（
答
）
既
存
企
業
の
育
成
や
企
業
誘
致
、
雇
用
の

場
の
確
保
、
小
児
医
療
体
制
の
充
実
、
教
育
環
境

の
整
備
等
を
進
め
、
行
財
政
改
革
と
同
時
に
市

政
創
造
計
画
の
実
行
に
よ
り
、
達
成
を
図
る
。

（
問
）
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
の
総
合
計
画

で
の
位
置
づ
け
と
、
施
策
を
示
せ
。

（
答
）
市
街
地
環
境
の
整
備
、
都
市
福
利
環
境
の

整
備
、
住
環
境
整
備
、
商
業
の
活
性
化
、
そ
の
四

つ
の
事
業
を
一
体
的
に
推
進
す
る
た
め
の
公
共
交

通
機
関
の
利
便
性
増
進
に
関
す
る
事
業
を
図
る
。

（
問
）
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
高
齢
者
、
小
中
学
生
の

使
用
料
の
減
額
措
置
は
で
き
な
い
か
。

（
答
）
合
併
後
で
あ
り
、
条
例
改
正
し
、
使
用
料

金
の
見
直
し
を
実
施
す
る
。

（
問
）
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
促
進
事
業
の
継
続
を
経

済
浮
揚
策
と
し
て
で
き
な
い
か
。

（
答
）
本
年
度
ま
で
の
事
業
と
考
え
て
い
る
。

（
問
）
経
済
浮
揚
策
を
具
体
的
に
示
せ
。

（
答
）
総
合
計
画
の
中
に
、
農
林
水
産
業
の
生
産

額
の
目
標
値
を
設
定
し
、
実
現
に
向
け
各
種
施

策
を
展
開
す
る
。

（
問
）
子
ど
も
議
会
で
の
提
案
を
ど
う
す
る
の

か
。

（
答
）
将
来
を
担
う
子
ど
も
議
会
の
提
案
を
参
考

に
し
、
活
力
あ
る
街
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

市
民
自
由
ク
ラ
ブ

　

中
島
欽
也　
議
員

 

中
心
市
街
地
計
画
の
現
状
に
つ
い
て

（
問
）
計
画
か
ら
三
か
年
が
経
過
し
た
が
、
そ
の

後
の
進
捗
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

（
答
）
本
年
四
月
、
新
た
に
総
務
部
ま
ち
づ
く
り

推
進
室
に
そ
の
事
務
を
移
管
し
、
国
の
認
定
を

受
け
る
た
め
に
基
本
計
画
を
策
定
し
、
国
と
の
協

議
を
進
め
る
予
定
で
あ
る
。

（
問
）
場
外
舟
券
売
場(

オ
ラ
レ)

の
現
状
は
ど
う

な
っ
て
い
る
か
。

（
答
）
油
津
地
区
住
民
、
関
係
団
体
と
の
意
見
交

換
を
重
ね
て
い
る
。
空
き
家
対
策
、
ま
ち
の
に
ぎ

わ
い
創
出
を
目
的
に
サ
ン
プ
ラ
ー
ジ
ュ
岩
崎
内
に

設
置
す
る
予
定
で
あ
る
。

 

公
金
滞
納
対
策
に
つ
い
て

（
問
）
公
金
滞
納
プ
ロ
ジェ
ク
ト
の
状
況
は
ど
う
か
。

（
答
）
自
主
財
源
の
確
保
と
市
税
負
担
の
公
平

性
の
維
持
向
上
を
目
的
と
し
て
、今
後
も
悪
質
滞

納
者
に
対
し
て
は
対
処
し
て
い
く
。コ
ン
ビ
ニ
納
付

の
実
施
に
つ
い
て
は
、来
年
四
月
よ
り
実
施
す
る
。

 

韓
国
東
光
グ
ル
ー
プ
と
の
今
後
の
交
流
に
つ
い
て

（
問
）
市
と
し
て
、
具
体
的
対
応
を
し
て
い
る
か
。

（
答
）
文
化
交
流
、
経
済
交
流
を
更
に
深
め
、
韓

国
本
社
訪
問
も
行
い
た
い
。

（
問
）
田
会
長
と
の
会
談
内
容
は
、
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
か
。

（
答
）
韓
国
か
ら
誘
客
活
動
を
積
極
的
に
行
い
地

域
密
着
型
経
営
を
展
開
す
る
と
聞
い
て
い
る
。

市
民
自
由
ク
ラ
ブ

　

甲
斐 　

登　
議
員

 

国
際
交
流
に
つ
い
て

（
問
）
姉
妹
都
市
及
び
関
係
国
と
の
学
校
間
交

流
、
文
化
交
流
を
更
に
発
展
推
進
し
、
経
済
交

流
へ
と
発
展
さ
せ
る
考
え
は
な
い
か
。

（
答
）
韓
国
か
ら
の
観
光
客
誘
致
を
推
進
す
る
こ

と
は
、
経
済
交
流
等
に
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る

と
認
識
し
、
積
極
的
に
推
進
す
る
。

 

防
災
に
つ
い
て

（
問
）
大
規
模
水
害
に
対
す
る
備
え
は
、
逐
次
増

強
さ
れ
て
い
る
か
。

（
答
）
来
年
度
、
北
郷
・
南
郷
消
防
出
張
所
開
設

時
に
は
、備
蓄
資
機
材
を
よ
り
充
実
さ
せ
る
。

 

中
部
病
院
問
題
に
つ
い
て

（
問
）
六
月
議
会
で
関
係
職
員
の
処
分
は
終
わ
っ

た
と
答
弁
し
た
が
、
市
民
感
情
と
し
て
は
納
得
で

き
な
い
処
分
と
思
う
が
終
わ
っ
て
い
い
の
か
。

（
答
）
不
正
事
件
に
お
け
る
関
係
職
員
の
処
分
は

六
月
に
実
施
し
た
処
分
で
終
了
と
考
え
て
い
る
。

 

課
長
ク
ラ
ス
の
議
会
傍
聴
に
つ
い
て

（
問
）
課
長
ク
ラ
ス
の
職
員
を
議
会
開
催
中
に
控

え
室
で
傍
聴
さ
せ
る
の
は
企
業
感
覚
で
は
考
え
ら

れ
な
い
が
、
改
革
す
る
考
え
は
な
い
か
。

（
答
）
今
後
も
、
控
え
室
で
の
配
置
を
継
続
す

る
。

 

市
長
の
市
政
運
営
に
つ
い
て

（
問
）
法
定
合
併
協
議
会
の
決
定
を
変
更
し
て
い

る
が
、
市
民
へ
の
約
束
違
反
で
は
な
い
か
。

（
答
）
約
束
違
反
で
は
な
い
。

市
民
自
由
ク
ラ
ブ

　

磯
江
純
一　
議
員

 

市
長
の
政
治
姿
勢
に
つ
い
て

（
問
）
名
古
屋
市
河
村
市
長
の
思
い(

市
民
税
の

一
割
減)

ま
た
、
鹿
児
島
県
阿
久
根
市
の
竹
原
市

長
の
市
政
運
営
に
つ
い
て
ど
う
思
う
か
。

（
答
）
ど
ち
ら
の
市
長
も
、
他
の
自
治
体
で
あ
る

の
で
感
想
を
述
べ
る
の
は
差
し
控
え
る
。

（
問
）
市
民
が
平
和
で
豊
か
な
生
活
を
送
る
た
め

に
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
か

（
答
）
市
政
運
営
を
行
う
上
で
重
要
な
こ
と
は
、

市
民
主
体
の
ま
ち
づ
く
り
を
念
頭
に
置
い
て
各

種
施
策
を
推
進
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（
問
）
阿
久
根
市
の
竹
原
市
長
は
、
職
員
ボ
ー
ナ

ス
五
割
カ
ッ
ト
の
財
源
で
固
定
資
産
税
の
減
免

や
住
民
税
の
半
額
の
実
現
を
目
指
す
。
市
民
オ
ン

ブ
ズ
マ
ン
出
身
の
竹
原
市
長
は
、
住
民
至
上
主
義

で
市
長
報
酬
は
半
分
減
の
四
十
万
円
だ
。
市
民
が

豊
か
に
な
れ
ば
良
い
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
市
長

の
考
え
は
ど
う
か
。

（
答
）
そ
れ
は
竹
原
市
長
の
考
え
で
あ
り
、
コ
メ

ン
ト
は
差
し
控
え
る
。

（
問
）
阿
久
根
市
同
様
、
本
市
の
財
政
も
厳
し

く
、
職
員
の
人
件
費
削
減
し
か
な
い
と
思
う
。
市

民
の
平
均
年
収
百
八
十
万
円
と
市
職
員
と
の
年

収
差
を
ど
う
思
う
か

（
答
）
公
務
員
に
は
、
職
階
級
が
あ
る
。
人
事
院

勧
告
に
の
っ
と
り
給
与
体
系
は
決
ま
っ
て
お
り
、

本
市
も
法
律
に
基
づ
き
実
施
し
て
い
る
。
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新
生
ク
ラ
ブ

　

黒
木
盛
明　
議
員

 

森
づ
く
り
に
つ
い
て

（
問
）
前
回
、
三
月
議
会
で
質
問
し
た
「
み
ど
り

の
少
年
団
」
は
そ
の
後
、
増
え
た
の
か
。

（
答
）
新
し
く
潟
上
小
学
校
に
結
成
さ
れ
、
合
計

六
団
体
と
な
っ
た
。

（
問
）
本
市
の
森
づ
く
り
条
例
に
つ
い
て
は
検
討

し
た
の
か
。

（
答
）
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、
す
で
に
県

に
お
い
て
「
水
と
緑
の
森
づ
く
り
条
例
」
が
制
定

さ
れ
、
そ
の
中
で
県
民
の
責
務
等
も
示
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
現
段
階
で
は
、
条
例
化
の
必
要
は

な
い
と
考
え
る
。

（
問
）
市
有
林
は
現
在
、
ど
れ
だ
け
あ
る
の
か
。

（
答
）
市
の
所
有
山
林
が
、
一
一
八
四
ヘ
ク
タ
ー

ル
、
国
有
林
を
活
用
し
た
分
収
造
林
地
が
、
七
九

七
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
合
計
一
九
八
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
と

な
っ
て
い
る
。
な
お
、
杉
の
標
準
的
な
伐
期
は
、

四
十
年
と
定
め
て
い
る
。

 

猿
害
対
策
に
つ
い
て

（
問
）
単
に
猿
の
捕
獲
の
み
で
は
抜
本
的
な
解
決

策
に
は
な
ら
な
い
。
基
本
的
に
は
、
動
物
の
住
め

る
森
づ
く
り
で
あ
る
と
思
う
が
、
市
長
の
認
識
は

ど
う
な
の
か
。

（
答
）
森
づ
く
り
を
推
進
し
、
野
生
鳥
獣
を
人
里

か
ら
山
に
帰
し
、
住
み
分
け
を
す
る
必
要
性
を
深

く
認
識
し
て
い
る
。

清
風
会

　

田
中
重
信　
議
員

 

市
長
の
政
治
姿
勢
に
つ
い
て

（
問
）
協
働
推
進
に
関
す
る
市
民
意
見
の
反
映
を

ど
う
図
る
の
か
。

（
答
）
市
民
講
座
の
開
催
や
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
日
の
制
定
な
ど
に
取
り
組
む
。

（
問
）
障
が
い
者
支
援
の
具
体
策
は
あ
る
か
。

（
答
）
相
談
事
業
所
を
増
設
し
、
障
が
い
福
祉
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
を
作
成
す
る
。

 

指
定
管
理
者
制
度
に
つ
い
て

（
問
）
選
定
の
基
準
を
ど
う
す
る
の
か
。

（
答
）
利
便
性
の
向
上
や
経
費
節
減
を
勘
案
し
、

基
準
価
格
に
上
限
額
を
定
め
て
選
定
す
る
。

 
自
治
組
織
に
つ
い
て

（
問
）
旧
三
市
町
の
組
織
統
合
を
ど
う
す
る
の
か
。

（
答
）
地
域
の
特
性
や
経
緯
を
考
慮
し
、
今
後
慎

重
に
対
応
し
た
い
。

 

学
校
教
育
に
つ
い
て

（
問
）
学
校
統
廃
合
と
跡
地
・
施
設
活
用
を
ど
う

す
る
の
か
。

（
答
）
教
育
関
連
施
設
へ
の
転
用
を
優
先
し
、
地

域
の
意
見
を
伺
い
た
い
。

（
問
）
学
校
緑
化
を
進
め
て
は
ど
う
か
。

（
答
）
提
案
の
地
元
協
力
隊
募
集
に
よ
る
維
持
管

理
業
務
に
つ
い
て
研
究
す
る
。

 

生
活
環
境
対
策
に
つ
い
て

（
問
）
婚
活
サ
ポ
ー
ト
事
業
に
取
り
組
め
な
い
か
。

（
答
）
今
後
、
先
進
事
例
を
研
究
す
る
。

日南市議会ホームページを是非ご覧ください

http://www.city.nichinan.lg.jp/modules/contents10/index.php?content_id=4

もしくは、　　　　　　　　　　　　　で検索してみてください。

・議員名簿(全体名簿、各常任委員会名簿、議会運営委員会名簿など)、議会年間スケジュール、会期及び会期
日程、議決結果、会議録検索システムなどを掲載しております。

日南市議会 検索

議会を身近に－

簡単な手続きで議会を傍聴できます

本会議のようす

　本会議は、議会の生の声を聴くことのできる絶好の機
会です。本会議の傍聴は、議会事務局で受付をしてい
ただくだけで、予約等の面倒な手続は必要ありません。
　ぜひ傍聴にお越し下さい。
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番  号 議 案 名 付　託
委員会

審 議 結 果
委員会 本会議

議案第52号 平成22年度日南市一般会計補正予算(第2号) 予算審査 原案可決 原案可決
報告第 8 号 平成21年度日南市健全化判断比率の報告について － － 終   了
報告第 9 号 平成21年度日南市公営企業資金不足比率の報告について － － 終   了
認定第 1 号 平成21年度日南市一般会計歳入歳出決算の認定について 決算審査 継続審査 継続審査
認定第 2 号 平成21年度日南市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 決算審査 継続審査 継続審査
認定第 3 号 平成21年度日南市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について 決算審査 継続審査 継続審査
認定第 4 号 平成21年度日南市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 決算審査 継続審査 継続審査
認定第 5 号 平成21年度日南市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 決算審査 継続審査 継続審査
認定第 6 号 平成21年度日南市病院事業会計決算の認定について 決算審査 継続審査 継続審査
認定第 7 号 平成21年度日南市簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定について 決算審査 継続審査 継続審査
認定第 8 号 平成21年度日南市大島簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定について 決算審査 継続審査 継続審査
認定第 9 号 平成21年度日南市漁業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定について 決算審査 継続審査 継続審査
認定第10号 平成21年度日南市農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定について 決算審査 継続審査 継続審査
認定第11号 平成21年度日南市公共下水道特別会計歳入歳出決算の認定について 決算審査 継続審査 継続審査
認定第12号 平成21年度日南市特定環境保全公共下水道事業決算の認定について 決算審査 継続審査 継続審査
認定第13号 平成21年度日南市水道事業決算の認定について 決算審査 継続審査 継続審査
議案第53号 平成22年度日南市一般会計補正予算(第3号) 予算審査 原案可決 原案可決
議案第54号 平成22年度日南市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 厚   生 原案可決 原案可決
議案第55号 平成22年度日南市老人保健特別会計補正予算(第1号) 厚   生 原案可決 原案可決
議案第56号 平成22年度日南市介護保険特別会計補正予算(第1号) 厚   生 原案可決 原案可決
議案第57号 平成22年度日南市病院事業会計補正予算(第1号) 厚   生 原案可決 原案可決
議案第58号 平成22年度日南市簡易水道特別会計補正予算(第1号) 建設水道 原案可決 原案可決
議案第59号 平成22年度日南市水道事業会計補正予算(第1号) 建設水道 原案可決 原案可決
議案第60号 姉妹都市盟約の締結について 総務文教 原案可決 原案可決
議案第61号 日南市過疎地域自立促進計画について 総務文教 原案可決 原案可決
議案第62号 日南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 総務文教 原案可決 原案可決
議案第63号 日南市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 総務文教 原案可決 原案可決
議案第64号 日南市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 総務文教 原案可決 原案可決
議案第65号 財産の取得について 総務文教 原案可決 原案可決
議案第66号 財産の取得について 総務文教 原案可決 原案可決
議案第67号 楠原住宅第2号棟建替建築主体工事の請負契約の締結について 総務文教 原案可決 原案可決
議案第68号 日南市観光施設条例の一部を改正する条例 産業経済 原案可決 原案可決

議案第69号
日南市山村定住住宅の設置、管理及び譲渡に関する条例の一部を
改正する条例

建設水道 原案可決 原案可決

議案第70号 日南市営住宅条例の一部を改正する条例 建設水道 原案可決 原案可決
議案第71号 日南市立保育所条例の一部を改正する条例 厚   生 原案可決 原案可決
議案第72号 財産の無償譲渡について 厚   生 原案可決 原案可決
議案第73号 訴えの提起について － － 原案可決
議 員 提 出
議案第24号

日南市議会議員定数条例（議員定数 24名） － － 原案否決

議 員 提 出
議案第25号

日南市議会議員定数条例（議員定数 26名） － － 原案否決

議 員 提 出
議案第26号

教育予算の拡充を求める意見書 － － 原案可決

議 員 提 出
議案第27号

司法修習生給費制存続を求める意見書 － － 原案可決

議 員 提 出
議案第28号

認定こども園への事業費の継続と幼児教育無償化を求める意見書 － － 原案可決

請願第12号 改正国籍法厳格な制度運用を求める請願書 厚   生 不 採 択 不 採 択
請願第13号 後期高齢者医療制度の即時廃止の意見書提出の請願書 厚   生 不 採 択 不 採 択
陳情第16号 労働者派遣法の抜本改正を求める陳情書 産業経済 不 採 択 不 採 択
陳情第17号 くらし支える行政サービスの拡充を求める陳情書 総務文教 継続審査 継続審査
陳情第20号 議会改革に関する陳情書 議会運営 継続審査 継続審査
請願第21号 教育予算の拡充に関する意見書の提出を求める請願書 総務文教 採   択 採   択

審 議 結 果 一 覧

第５回臨時会及び第６回定例会で審議した議案とその結果
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平成21年度決算関係について

採択された意見書

　審査結果一覧表のとおり、第６回定例会にて上程され、決算審査特別委員会付託となった決算関

係議案13件(認定第1号から認定第13号まで)は、閉会中の継続審査となりました。

　閉会中の10月26日～29日に決算審査特別委員会を開催し、4つの分科会で審査しました。その

内容等については、次回の定例会にて特別委員長より報告されます。

　21年度決算の内容等については、次号の議会だよりでお知らせいたします。

平成22年第６回で採択された意見書(要約)を掲載いたします。

●教育予算の拡充を求める意見書●
提出先：内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣

内　容：教職員の人材確保をするための教職員給与の財源確保、３０人以下学級の実現を含む教育予算の拡
　　　　充を求めるものです。

●司法修習生給費制存続を求める意見書●
提出先：衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣

内　容：国において、経済的事情から法曹への道を断念する事態を招くことのないよう裁判所法を改正し、
　　　　司法修習生の給費制を存続させるよう強く要望するものです。

●認定こども園への事業に継続と幼児教育無償化を求める意見書●
提出先：内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、少子化担当大臣

内　容：安心子ども基金からの事業費の継続は、平成21年度から始まり平成22年度までは確定しています
が、平成23年度以降が不透明なままであります。国において認定こども園の安定的な運営のため、
平成23年度以降の事業費を継続すること。

　　　　　及び、次世代の健全な納税者を育成するために、幼児教育・保育の充実を国家戦略として捉える
先進国の潮流の中で、また、認定こども園制度のさらなる普及促進のために、公私幼保の幼児教育
の無償化の実現を求めるものです。

陳情第22号 「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」(人権侵
害救済法)成立に反対する陳情書 厚   生 不 採 択 不 採 択

陳情第23号 安全・安心な国民生活実現のため、防災・生活関連予算の拡充と国
土交通省の出先機関の存続を求める陳情書 総務文教 不 採 択 不 採 択

陳情第24号 認定こども園への事業費の継続と幼児教育無償化に関する請願書 厚   生 採   択 採   択

陳情第25号 日南市議会議員の定数削減を求める陳情書 議員定数に関
する調査特別 不 採 択 不 採 択

陳情第26号 安全・安心な国民生活実現のため、防災・生活関連予算の拡充と国
土交通省の出先機関の存続を求める陳情書 総務文教 不 採 択 不 採 択

陳情第27号 認定こども園への事業費の継続と幼児教育無償化に関する請願書 厚   生 採   択 採   択

陳情第28号 日南市議会議員の定数削減を求める陳情書 議員定数に関
する調査特別 不 採 択 不 採 択

陳情第29号 司法修習生給費制存続の意見書提出を求める陳情 総務文教 採   択 採   択
陳情第30号 細菌性髄膜炎ワクチンの公債による接種費用助成を求める請願書 厚   生 採   択 採   択
陳情第31号 子宮顕がん予防ワクチン接種の公費助成を求める請願書 厚   生 継続審査 継続審査
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自
治
会
連
合
会
と
市

民
団
体
か
ら
出
さ
れ
た

議
員
定
数
削
減
を
求
め

る
陳
情
二
件
と
、
議
員

提
出
の
削
減
議
案
二
件

の
い
ず
れ
も
賛
成
少
数

で
否
決
さ
れ
た
。
▼
委

員
会
に
お
け
る
陳
情
の

審
査
と
本
会
議
に
は
多

く
の
市
民
が
傍
聴
に
訪

れ
、
各
議
員
の
賛
否
両

論
の
意
見
や
討
論
を
熱

心
に
見
守
っ
て
い
た
。

▼
議
会
で
の
否
決
を
受

け
、
自
治
会
連
合
会
は

新
た
な
活
動
に
入
っ
た

が
、
合
併
後
の
議
会
の

あ
り
方
に
つ
い
て
市
民

が
ど
の
よ
う
な
判
断
を

下
す
の
か
、
議
員
個
々

の
普
段
の
地
域
活
動
に

よ
る
民
意
の
把
握
が
適

正
で
あ
っ
た
の
か
が
問

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(7月1日～9月30日・抜粋)

【7月】
13日
23日

【８月】
5日

10日
14日
19日

22日
24日
25日

【９月】
2日

6日

7日

14日
15日

24日
27日

29日

　

議会だより編集委員会
宮崎県鉄道整備促進期成同盟会
総会　　　　　　　　　（宮崎市）
高速自動車国道建設促進宮崎県
期成同盟会総会　　　　（宮崎市）

「口蹄疫に対するさらなる対策に
ついて」要望活動
　　　　　　　　　（東京　６日まで）

第33回飫肥城下まつり総会
寿太郎まつり顕彰祭
東九州自動車道日南・串間地区協
議会　建設促進提言活動
　　　　　　　 　（東京　20日まで）

日南市戦没者追悼式
議会運営委員会
子ども議会

油津港港湾機能充実要望活動
(宮崎県庁)

全員協議会
第６回定例会開会
議会だより編集委員会
本会議(質疑)
予算審査特別委員会全体会
決算審査特別委員会全体会、各分科会
議員定数に関する調査特別委員会
議員定数に関する調査特別委員会
本会議(一般質問15～17日、21
～22日まで)
議会運営委員会
委員会審査
議員定数に関する調査特別委員会
議会運営委員会
予算審査特別委員会全体会議
本会議(採決)、閉会

市
議
会
だ
よ
り

　
　
　

編
集
委
員
会

　

委
員
長　

田
中
重
信

議会日誌

議会メールアドレス（gikai_ni@city-nichinan.jp） 16

請願・陳情書を提出される方へ

　請願、陳情を提出される方は、以下の要領で提出をお願い
します。

①必要事項
提出者の住所、氏名、押印、電話番号を記入して下さい。
②内容
題名、本文(簡潔に)を記入して下さい。
③期限
請願の提出期限は定例会の初日までに。
陳情は一般質問初日までに提出をお願いします。
④その他
請願には、紹介議員が必要です。
※様式は下図を参考にしてください。

平成○年○月○日
日南市議会議長
○○○○　様

住　　所　　　　　
氏　　名　　　　印
紹介議員　　　　　

（陳情の場合、紹介議員は不要です)

○○に関する請願 (陳情 )書

請願 (陳情 )の趣旨
○○○○○○○○○○○○

理由
○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○

《
編
集
後
記
》

次回の定例会(第7回)は、
11月26日(金)の開会予定です。

議会だよりに関する、御意見・お問い合わせ先

　日南市議会事務局
　　電　話：0987-31-1142(直通)
　　ＦＡＸ：0987-31-1778(直通)　までお気軽にお寄せ下さい。


